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ある必要もない。遠隔での施設管理も可能となっている。

　届出事項は、①設置者の氏名・住所、②設置年月日、③敷地面積と

平面図、建物の構造概要と平面図、④法人の場合は定款等と、極めて

簡素で、設置後10日以内の「事後」届出でよい。実地検査はない。

　オンライン診療のガイドライン（「オンライン診療の適切な実施に関する

指針」）を省令に引き上げ、違反に対しては知事等の是正命令等が可能

になる、と厚労省は説くが、適用されるのは医療機関の側である。オ

ンライン診療受診施設の側ではない。不適切な医業の責任は、この施

設へは問えない。不衛生、危険放置に関し、利用者からの情報提供を

起点に都道府県が立入するのみだ。基準はなく規制も緩すぎる。

◆ 「ハコもの」サービスで終わらない　「D to P with N」で医業展開へ

　オンライン診療受診施設は、施設が医療提供はできないが、医業を

行う「場所」として認められるため、「D to P with N」の形で医業は展

開できる。「D to P with N」とは医師と患者が直接オンラインで繋がる

のではなく、看護師が患者の傍に同席し、医師との診療をサポートす

る仕組み。診療の補助行為として看護師が注射、検査、処置が可能。

山間部や僻地、都市部の在宅診療で行われている。

　今年1月26日の医療部会では政省令として定める必要のある事項と

して、この件についても資料＊5が出て議論され了承されている。オン

ライン診療を受診する単なる「ハコもの」サービスを超えた、医業展

開の施設となる。この施設は、「医療を提供するものではない旨を、医

療を受ける者が理解できる方法により明示」すれば、施設名称や設置

者等のほか設備や従業員に関しても広告ができる。

　利用者は患者であり、一般的な理解は「WEBクリニック」、「準医療

機関」となる。営利企業が勤務医を組織化し報酬や契約で主導権を握

れば、営利企業の医療経営、医療本体への参入となる。

施設の利用料やWEB使用料は自由料金で患者から徴収可能、利用提

携する医療機関からも利用料を得ることが可能である。付帯サービス

は自由である。ホテルが併設すれば準病院となる。調剤薬局（同一敷

地で可）やホームセキュリティーサービスなど、商機として勝算が見

込めればあらゆる業種、業界が触手を伸ばす。診療所も地域にこの施

設をブランチ（支店）として拠点設置できるようになる。

◆ 診療報酬改定で後押し、新たな地域医療構想へも位置づく

　営利企業の草刈り場にならない措置を

　26年度診療報酬改定では、この施設での看護師の補助行為について、

「看護師等遠隔診療検査実施料（100点）」など3種類が新設された。再

診料への看護師等遠隔診療補助加算50点は従来通り算定ができる。診

療報酬で下支えも歩を進めた。

　2040年頃を見据えた「新たな地域医療構想」では医療機関の連携･

再編･集約化の推進とともに「D to P with N等のオンライン診療の活用」

が盛られている。医療資源の少ない地域に限定はされない。

　この施設は既に走り出したが、事前届出制への変更や医療資源過少・

医師少数区域への設置限定など、統御可能性を担保する仕組みを入れ

込まないと無法化の危険性が高い。医療の非営利性が実質的な決壊と

なる。覆水盆に返らず。地域医療が営利企業の草刈り場にならぬよう

厚労省に強く対応を求める。
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〈参考〉

◆診療所を開設せずにオンライン診療を可能とするために考案された
　「オンライン診療受診施設」

※法案化の時点で「特定」の冠は消失

・ 2024.12.4  規制改革推進会議・第4回 健康・医療・介護ワーキング・グル

ープ資料より

過去の理事会声明・部長談話は
協会ホームページでも読めます

　協会ホームページ「いい医療ドットコム（https://www.iiiryou.com/）」で

は、過去の理事会声明・部長談話等を読むことができます。トップページ

から「私たちの考え」欄の「一覧」をクリックしてください。

　また、▽研究会日程を確認できる便利なイベントカレン

ダーの閲覧、▽各種届出用紙や院内掲示用ポスターのダウ

ンロード―などもできます。ぜひご活用ください。

＊ 「会員ページ」のパスワードをご存知ない＊ 「会員ページ」のパスワードをご存知ない方は事務局まで方は事務局まで

　　（　　（ ℡℡ 045‐313‐2111）。 045‐313‐2111）。

◆オンライン診療受診施設は、「医療提供施設」と分類

・2026.1.26  厚労省社会保障審議会・医療部会資料より

※パソコンの場合
※スマホの場合

トップページ「私たちの考え」欄の

「一覧」をクリック！


